
令和５年度「旭川市障がい者虐待防止・権利擁護研修」 開催要項 

〔研修の目的〕 

 ◇架空ケースのグループワークなどを踏まえ、改めて事業所内での支援を振り返る。 

◇もし事業所内で、虐待もしくは不適切な支援があった場合、どのようにしていくことが必要か、どのよう 

な動きになっていくのかを学ぶ。 

◇旭川市障害者虐待防止センターの取組みや機能について知り、虐待に対する適切な報告・相談体制を確認 

する。 

 

〔開催日時〕 

 令和６年２月27日（火）1１：０0～16：１０ （10：３０から受付可/12：15～13：15昼休憩） 

 ※内容を精査し、事前周知の開始時間よりも早めに開催することとなりました。 

 

〔開催場所〕 

 旭川市障害者福祉センターおぴった 会議室１（旭川市宮前１条３丁目３番７号） 

※今回は参集のみで開催予定 

 

〔対象者〕 

旭川市内の障がい福祉サービス提供事業所において、障がい児・者の支援に従事する方 

定員数：50名 

※定員を超えた場合につきましては、締め切り後受講人数を調整させていただきますので、 

予めご了承下さい。 

 

〔内容〕 

（１）講義 「障害者虐待防止法の理解 ～なぜ虐待防止法が施行されたか～」 

                    講師：旭川市自立支援協議会 人材育成部会 部会長 安井 博子 

（かみかわ相談支援センターねっと センター長） 

（２）報告 「旭川市虐待防止センターの取り組みについて」 

                  報告者：旭川市障害福祉課障害事業係        木幡 泰成 

（３）事例検討（演習） 「事例を通して改めて自分の支援を振り返る」 

進行：旭川市自立支援協議会 人材育成部会 部会長 安井 博子 

（４）講義・総評 「障がい者支援と虐待防止」 

特定非営利活動法人 ノーマライゼーションサポートセンター  こころりんく東川 

副理事長 大友 愛美 様 

 

〔特記事項〕 

・新型コロナウイルス等の感染拡大状況によっては、協議の上、やむを得ず中止させていただくことがあり 

ます。あらかじめご了承ください。 

 

〔申込み〕 令和６年２月22日（木）までに、別紙参加申込書等にてお申込み下さい。 

〔申込先〕 旭川市障害者総合相談支援センターあそーと内（担当：紺野・佐藤） 

ＴＥＬ：（0166）73-5936 ＦＡＸ：（0166）73-5937 

Ｅメール：info@aso-to.com（２月から事務局のアドレスが新しくなりました。） 

 

〔参加費・資料代〕 無料 

 

〔主催〕 旭川市自立支援協議会 人材育成部会 

mailto:info@aso-to.com

